
 

 

 

令和３年（２０２１年）２月１０日   

 

「保険請求サポート」消費者トラブル１１０番を実施します！ 
 

 

県内で急増している保険請求サポートに関する消費者トラブル※について、消費者

の利益保護、被害の未然防止を図るため、県弁護士会及び県青年司法書士会と連携し、

電話相談会を実施します。 

 

【開催日時及び実施団体】 

令和３年２月１９日（金）１０時～１６時 県消費生活センター 

電話番号 ０９６－３８３－０９９９ 

２０日（土）１０時～１６時 県弁護士会 

電話番号 ０９６－３１２－３４５１ 

２１日（日）１０時～１６時 県青年司法書士会 

電話番号 ０９６－３６４－０８００ 

〇原則として、１回の電話相談は３０分以内とします（必要に応じて延長できます）。 

〇相談内容によっては、後日再相談（来所相談を含む。）を受けることができます。 

 

※ 保険請求サポートに関する消費者トラブルとは 

災害や経年劣化等に伴う家屋の損傷について、「保険金を使って修理できる」等と勧

誘する保険代行を謳う業者や修理業者と消費者間のトラブル。 

県内では令和２年８月から増え始め、県消費生活センター及び市町村消費生活相談窓

口に６０件以上の相談が寄せられている。（令和３年２月９日現在） 

 

【事 例】  

① 訪問してきた業者（保険代行を謳う業者や修理業者）に「台風被害と言えば保険金を

請求できる」と勧誘された。家屋に台風被害はなかったが、しつこく迫られたので、仕

方なく書類を作成した。その際、手数料として保険料の３５％を請求された。 

② 訪問してきた修理業者に「家屋の修理が必要だが、火災保険で自己負担なく修理でき

る」と言われ申し込んだ。後日、思い直してキャンセルしようとしたら、多額のキャン

セル料を請求された。 

 

 

 

 

 

報道資料 

【お問い合わせ先】 

 環境生活部県民生活局消費生活課 

消費者支援班 担当 小澤、野口 

 電話 096-333-2291（直通）内線 7478 


